
様式第 1号 (乙 )(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長   的場 慎一 様

議員氏名

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度

政務活動費について次のとおり報告 します。

収  入

支  出

令和 6年  5月   1日

上村太―

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,000 @270000円    X   l可 ケ月 2,970,000 円

収 入 合
'計

2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち破梅活動費充当額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費

△
芸 議 費

資 料 作 成 費

18,176 18,176

0 0

0 0

0 0

0 0

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

事 務 ・ 事 務 所 費

350,460

105,548

850,460

105,548

0 0

1,637,986 1,687,986

支 出 合 計 2,112,170 2,112,170
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様式第 14号 (第 7条関係)

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称・議員氏名 上 村 太

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

事務・事務所費

資料購入費

調査研究費

広報広聴費 5月 1日 か ら

3月 31日

5月 1日 か ら

3月 31日

5月 1日 から

3月 31日

5月 1日 から

3月 31日

市政に関わる報告及び市民からの意見要望を

募るため、市政報告の配布、報告会の実施を

行つた。

市政に関わる調査研究の為、新聞・書籍等を

購入 しました。

市政に関わる調査研究を行 うため、堺市堺区

において事務所を借 り上げました。

市政にかかわる調査研究を行 うために視察を

行つた。
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年月 日
整理

番号
収入額 文出額 残 額 内容 頃 日

その

他

5)129日 5-1 4,277 -4,277 新聞代 ⑥

5月 29日 5-2 179 -4,456 one drive使用料 ⑨

5月 29日 5-3 2,655 -7,111 ガソリン代 ⑦

5ナ129日 5-4 10,963 -18,074 電気代 ⑨

5月 29日 5-5 10,387 -28,461 ⅥicrOsOft865使 用料 ⑨

5月 29日 5-6 1,390 -29,851 adobe acrobat使 用料 ③

5月 29日 5-7 1,980 -31,831 新聞代 ⑥

5月 29 Fl 5-8 6,664 -38,495 通信代 ⑨

5)]29日 5-9 3,009 -41,504 ガソリン代 ⑦

5)司 29日 5-10 183 -41,687 one drive使用料 ⑨

5月 29日 5-11 5,390 -471077 ボネクタ使用料 ⑦

5月 29日 5-12 1,980 -49,057 新聞代 ⑥

5月 29日 5-13 2,500 -51,557 日経クロステック ⑥

5)司 29日 5-14 88,060 -139,617 家賃代 ⑨

5月 29日 5-15 5,025 -144,642 資料代 ⑥

5月 29日 5-16 12,858 157,50, ホームベージ使用料 ⑦

5月 31日 5-17 8,730 -166,230 携帯代 ③

-166,230

-166,230

月言十 0 166,230

累 計 0 166,230 -166,230

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  上本ヽl・太一

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記裁でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
⑨事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 ,議員氏名  上村太一

の

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
,陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 ,事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

6月 9日 540,000 373,770 政務活動費受入

6月 12日 6-1 16,500 357 270 時事通信 ⑥

6月 27日 6-2 4,277 352,993 新聞代 ⑥

6月 27日 6-3 3,993 349,000 電気代 ⑨

6月 27日 6-4 1,584 347,416 adobo acrobat使 用料 ⑨

6月 27日 6-5 2,743 344,673 ガツリン十〔 ⑦

6月 27日 6-6 1,980 342,693 新聞代 ⑥

6月 27日 6～ 7 16,434 326,259 新聞代 ⑥

6月 27日 6-8 6,216 320,043 通信代 ⑨

6月 27日 6-9 5,390 314,653 ボネクタ使用料 ⑦

6月 27日 6-10 208 314,445 Dne drive使 用料 ③

6月 27日 6… 11 2,500 311,945 日経クロステック ⑥

6月 27日 6-12 3,009 308,986 ガソリン代 ⑦

6月 27日 6-13 1,980 306,956 新聞代 ⑥

6月 27日 6-14 7,987 298,969 PC関連機器代 ⑨

6月 27日 6-15 5,340 293,629 ごみ処理代 ⑨

6月 27日 6-16 5,025 288,604 資料代 ⑥

6月 27日 6-17 88,060 200,544 家賃代 ③

6月 30日 6-18 8,697 191,847 陽帯代 ⑨

191,847

月計 540,000 181,923

累計 540,000 348,153 191,847

■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  上村太一

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

7月 10日 810,000 1,001,847 政務活動費受入

7月 27日 7-1 4,277 997,570 新聞代 ⑥

7月 27日 7-2 3,246 994,324 電気代 ⑨

7月 27日 7-3 lj 584 992,740 adobe acrobatイ 吏用ホ斗 ③

7月 27日 7-4 1,980 990,760 新聞代 ⑥

7月 27日 7-5 5,962 984,798 通信代 ③

7月 27日 2,943 981,855 ガノノン代 ⑦

7月 27日 7-7 2,500 979,355 日経クロステック ⑥

7月 27日 7-8 5,390 973,965 ボネクタ使用料 ⑦

7月 27日 7-9 1,980 971,985 新聞代 ⑥

7月 27日 7-10 208 971,777 ono drive使 用料 ⑨

7月 31日 7-11 8,564 963,213 携帯代 ⑨

963,213

963,213

963,213

963,213

963,213

月計 810,000 38,634

累計 1,350,000 386,787 963,213

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

」

会 計 帳 簿

の

会派の名称・議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

8月 8日 8-1 88,060 875,153 家賃代 ③

8月 8日 8-2 5,025 870,128 資料代 ⑥

8月 8日 8-3 5,340 864,788 ごみ処理代 ③

8月 28日 8-4 4,277 860,511 新聞代 ⑥

8月 28日 8-5 4,367 856,144 電気代 ⑨

8月 28日 8-6 1,584 854,560 adobe acrobat使用料 ③

8月 28日 8-7 1,980 852,580 新聞代 ⑥

8月 28日 8-8 7,398 845,182 通信代 ③

8月 28日 8-9 5,390 839,792 ボネクタ使用料 ⑦

8月 28+ヨ 8-10 2,500 887,292 日経クロステック ⑥

8月 28日 8-11 1,980 835,312 新聞代 ⑥

8月 28日 8-12 208 835,104 one drive使用料 ③

8月 28日 8-13 88,060 747,044 家賃代 ③

8月 29日 8-14 5,025 742,019 資料代 ⑥

8月 31日 8-15 8,490 733,529 携帯代 ③

733,529

月 計 0 229,684

累計 1,350,000 616,471 733,529

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会υRの名称 ,議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

③事務・事務所費 )

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

9月 H日 9-1 16,500 717,029 時事通信 ⑥

9月 27日 9-2 4,277 712,752 新聞代 ⑥

9月 27日 9-3 5,077 707,675 電気代 ⑨

9月 27日 9-4 1,584 706,091 adobe acrobat使 用料 ⑨

9月 27日 9-5 3,021 703,070 ガ ツリン代 ⑦

9月 27日 9-6 1,980 701,090 新聞代 ⑥

9月 27日 9～ 7 7,145 698,945 通信代 ⑨

9月 27日 9-8 2,374 691,571 PC関連ソフト代 ⑨

9月 27日 9-9 11,880 679,691 資料代 ⑥

9月 27日 9-10 154,596 
‐

525,095 パ ソコン代 ⑨

9月 27日 9-11 1,584 523,511 PC関連ソフト代 ⑨

9月 27日 9-12 5,390 518,121 ボネクタ使用料 ⑦

9月 27日 9-13 12,640 505,481 儒除機 ⑨

9月 27日 9-14 2,500 502,981 日経クロステ ック ⑥

9月 27日 9-15 1,980 501,001 新聞代 ⑥

9月 27日 9-16 208 500,793 one drive使 用料 ③

9月 30日 9-17 88,060 412,738 家賃代 ⑨

9月 30日 9-18 8,564 404,169 携帯代 ⑨

404,169

404,169

月 計 0 329,360

累計 1,350,000 945,881 404,169
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費(③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

10月 10日 810,000 1,214,169 政務活動費受入

10月 27日 10-1 4,277 1,209,892 新聞代 ⑥

10月 27日 10=2 4,897 1,204,995 電気代 ⑨

10月 27日 10-3 1,584 1,203,411 adobe acrobat使 用料 ⑨

10月 27日 10-4 1,980 1,201,431 新聞代 ⑥

10月 27日 10-5 2,150 1)199,281 事務用品代 ⑨

10月 27日 10-6 6,089 1,193,192 通信代 ③

10月 27日 10-7 11,904 1,181,288 事務用品代 ⑨

10月 27日 10-3 5,390 1,175,898 ボネクタ使用料 ⑦

10月 27日 10-9 2,500 1,173,398 日経クロステック ⑥

10月 27日 10-10 1,980 1,171,418 新聞代 ⑥

10月 27日 10-11 208 1,171,210 one drive使 用料 ⑨

10月 30日 10-12 88,060 1,083,150 家賃代 ⑨

10月 30日 10-13 5,340 1,077,810 ごみ処理代 ⑨

10月 30日 10-14 6,125 1,071,685 資料代 ⑥

10月 30日 10-15 4,255 1,067,430 資料代 ⑥

10月 31日 10-16 8,571 1,0581859 携帯代 ③

月言十 810,000 155,310

累 計 2,160,000 1,101,141 1,058,859

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

1

会 計 帳 簿

の

会派の名称・議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活重
'J費

、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

11月 27日 11-1 4,277 1,054,582 新聞代 ⑥

11月 27日 11-2 1,053 1,053,529 ドメイン使用料 ③

11月 27日 11-3 804 1,052,725 PC関連代 ③

11月 27日 11-4 608 1,052,117 PC関連代 ⑨

11月 27日 11-5 l,584 1,050;533 adobe acrobat4定用米や ⑨

ll月 27日 11-6 1,980 1,048,553 新聞代 ⑥

11月 27日 11-7 6,131 1,042,422 通信代 ⑨

ll月 27日 11-8 5,390 1,037,032 ボネクタ使用料 ⑦

11月 27日 11-9 26,400 1,010,632 資料代 ⑥

11月 27日 ll-10 1,210 1,009,422 資料代 ⑥

11月 27日 11-11 1,650 1,007,772 資料代 ⑥

11月 27日 11-12 l,760 1,006,012 資料代 ⑥

11月 27日 11-13 1,980 1,004,032 資料代 ⑥

H月 27日 11-14 3,025 1,001,007 資料代 ⑥

11月 27日 11-15 3,960 997,047 資料代 ⑥

11月 27日 11-16 3,960 993,087 資料代 ⑥

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

9



様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名  上村太一

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

H月 27日 11-17 2,500 990,587 日経クロステック ⑥

11月 27日 11-18 1,980 988,607 新聞代 ⑥

11月 27日 11-19 208 988,399 Dne drive使 用料 ③

11月 27日 11-20 2,200 986,199 資料代 ⑥

11月 27日 11-21 6,545 979,654 資料代 ⑥

11月 27H 11-22 3,520 976,134 資料代 ⑥

11月 27日 11-23 21,243 954,891 事務用品代 ③

11月 29日 11-24 5,025 949,866 資料代 ⑥

11月 29日 11-25 88,060 861,806 家賃代 ⑨

11月 30日 11-26 8,472 853,334 携帯代 ③

853,334

853,334

853,334

853,334

853,334

853,334

月 計 205,525

累計 2,160,000 1,306,666 853,334

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  帳  簿

会派の名称 '議員氏名  上村太一

の

務所賃借料など)

2 「項 目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
,陳情活動費、④会議費、③資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

12月 H日 12-1 16,500 886,834 資料代 ⑥

12月 22日 12-2 1,600 835,234 飲料水代 ⑨

12月 27日 12-3 4,277 830,957 新聞代 ⑥

12月 27日 12-4 2,085 828,872 ガソリン代 ⑦

t2月 27日 12-5 4,283 824,589 電気代 ⑨

12月 27日 12-6 1,584 823,005 adobe acrobat使 用料 ⑨

12月 27日 12-7 1,980 821,025 新聞代 ⑥

12月 27日 12-8 16,434 804,591 新聞代 ⑥

12月 27日 12-9 6, 103 798,488 通信代 ⑨

12月 27日 12-10 5,390 793,098 ボネクタ使用料 ⑦

12月 27日 12-H 1,760 791,338 資料代 ⑥

12月 27日 12-12 2,530 788,808 資料代 ⑥

12月 27日 12-13 2,530 786,278 資料代 ⑥

12月 27日 12-14 2,500 788,778 日経クロステック ⑥

12月 27日 12-15 1,980 781,798 新聞代 ⑥

12月 27日 12-16 208 781,590 one drive使 用料 ⑨

12月 27日 12-17 5,340 776,250 ごみ処理代 ⑨

12月 27日 12-18 6,125 770,125 資料代 ⑥

12月 28日 12-19 88,060 682,065 家賃代 ⑨

12月 31日 12-20 8,484 673,581 携帯代 ⑨

月言「 179,753

累 計 2,160,000 1,486,419 673,581
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様式第 10号 (第 6条関係)

会  計  帳  簿

会派の名称 。議員氏名  上村太一

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

1月 10日 810,000 1,483,581 政務活動費受入

1月 29日 1-1 4,277 1,479,304 新聞代 ⑥

1月 29日 1-2 1,980 1,477,324 資料代 ⑥

1月 29日 1-3 1,110 1,476,214 PC関連代 ⑥

1月 29日 1-4 4,716 1,471,498 電気代 ⑨

1月 29日 1-5 3,616 1,467,882 PC関連代 ③

1月 29日 1-6 1,584 1,466,298 adobe acrobat使用料 ⑨

1月 29日 1-7 1,760 1,464,538 資料代 ⑥

1月 29日 1-8 1 980 1,462,558 新聞代 ⑥

1月 29日 1-9 5,878 1,456,680 通信代 ⑨

1月 29日 l-10 5,390 1,451,290 ボネクタ使用料 ⑦

1月 29日 1-11 2,500 1,448,790 資料代 ⑥

1月 29日 1-12 1,980 1,446,810 新聞代 ⑥

1月 29日 1-13 208 1,446,602 Эne drive使用料 ⑨

1月 30日 と-14 88,060 1,358,542 家賃代 ⑨

1月 30日 1-15 5,025 1,353,517 資料代 ⑥

1月 30日 1-16 5,025 1,348,492 資料代 ⑥

1月 31日 1-17 8,537 1,339,955 携帯代 ⑨

月 計 810,000 143,626

累 計 2,970,000 1,630,045 1,339,955
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様式第 10号 (第 6条関係 )

1

会  計  帳  簿

の

会派の名称・議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務 `事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 テぢ掟額 内容 項 目 その他

2月 27日 2-1 4,277 1,335,678 新聞代 ⑥

2月 27日 2-2 1,834 1,333,844 備品代 ⑨

2月 27日 2-3 576 1,333,268 備品代 ⑨

2月 27日 2-4 9,810 1,323,458 視察代 ①

2月 27日 2-5 5,628 1,317,830 電気代 ⑨

2月 27日 2-6 145,474 1,172,356 PC関連代 ⑨

2月 27日 2-7 1,584 1,170,772 adobe acrobat使 用料 ③

2月 27日 2-8 1,032 1,169,740 PC関 連代 ⑨

2月 27日 2-9 13,985 1,155,805 市政報告用封筒 ⑦

2月 27日 2-10 1,980 1,153,825 新聞代 ⑥

2月 27日 2-11 5,781 1,148,044 PC関連代 ⑨

2月 27日 2-12 6,060 1,141,984 通信代 ⑨

2月 27日 2-13 5,390 1,136,594 ボネクタ使用料 ⑦

2月 27日 2-14 7,440 1,129,154 クラツド使用料 ◎

2月 27日 2-15 2,500 1,126,654 資料代 ⑥

2月 ,7日 ワー16 1,980 1,124,674 新F幻十埓 ③

2月 27日 2-17 208 1,124,466 onc drive使 用料 ⑨

2月 29日 2-18 88,060 1,036,406 家賃代 ⑨

2月 29日 2-19 8,694 1,027,712 携帯代 ⑨

1,027,712

月計 0 312;243

累計 2,970,000 1,942,288 1,027,712
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 ,議員氏名  上村太一

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、①人件費、

⑨事務 。事務所費 )

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

3月 1日 3-1 3,155 l,024,557 資料代 ⑥

3月 4日 3-2 8,366 1,016,191 視察代 ①

3月 H日 3-3 16,500 999,691 時事通信JAMP使用料 ⑥

3月 27日 3-4 4,277 995,414 新聞代 ⑥

3月 27日 3-5 6,628 988,786 電気代 ③

3月 27日 3-6 1,584 987,202 Яdobe acrObat使用料 ⑨

3月 27日 3-7 14,005 973,197 PC関連代 ⑨

3月 27日 3-8 1,980 971,217 新聞代 ⑥

3月 27日 3-9 6,131 965,086 通信代 ⑨

3月 27日 3-10 5,390 959,696 ボネクタ使用料 ⑦

3月 27日 3-11 208 959,488 one drive使用料 ⑨

3月 27日 3-12 2,500 956,988 資料代 ⑥

3月 27日 3-13 1,980 955,008 新聞代 ⑥

3月 29日 3-14 88,060 866,948 家賃代 ⑨

3月 31日 3-15 9,118 857,830 携帯代 ⑨

857,830

857,830

857,830

月 計 0 169,882

累 計 2,970,000 2,112,170 857,830

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■■

■

■
■
■
■
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 。議員氏名 上 村 太

管理責任者

(議員名 )

上村太一

事務所名 上村太一事務所

所在地

T590-0079

堺市堺区新町 5-7

TEL   072(255)0445

兼用の有無

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (賃貸借契約先  )

他用途 との兼用

■ 有 →

□ 無

□私的使用

■後援会事務所

□政党活動事務所

□会社等 (関係団体)

延べ面積
35.67  ポ

賃借料
月額 110,

(政務活動費充当額

000

88,

円

OOO円 )

政務活動事務所

として使用する

割合 80%

(次のいずれかの説明方法を選択 )

■使用面積による  使用面積

□使用時間による  月

28.54 ポ/延べ面積 (∬ )

時間のうち    時間

事務所関連経費

接分比率など

維持管理

経費

■電気代・・・ 80%

ロガス代・・・  %
□その他 (

□水道代・・・  %
■固定電話代・・・ 80%

)・ ・・   %

駐車場

賃借料

%

月額

(政務活動費充当額

円

円 )

【所在地】

所有区分
□生計を一にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

備  考 振込手数料 75円含む

※事務所。駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること.
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鯉

社 団法人 全 日本不動産 協会 ,大阪府本部

1評 攣

)

Ⅲ

正 会員
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賃貸人      

賃借人   上  村  太

次のとお り事業用建物賃貸借契約を締結す る。

I.標記              f手 ・

(1)賀 寅借 の 目的 物

事業 用建 物 賃 貸 借 契約 書

(以 下、甲1と いう)と 、

沙クジ‐つぷ―∂子箪ぢ
(以下、 乙とVヽ う)と は、

名 称 耳ヒどル

所 在 地 堺市堺 区新町 5-7

室  番  号

種    類 そ

木 造・ 鉄骨造・ 鉄筋 コン ク リー ト造・ 鉄 筋 コンタリー ト造

fチ也 (   )

構    造 その他 (  )~~~謄
i:~意Fごi鱚選

~i… …∵ヤツ
=~~十

~一――――――――……―……―――地 下

屋   根

契 約 対 象
面   ′「F軍

図壁芯
国内法

その他 (

備考

図本洗V□非水券q□

話

具

送

送

蔵

　

家

放

放

付

繰

ｓ

冷

篭

備

有

Ｂ

付 属 設 備

付 属 施 設

所 有名義人 住 所

所 有名義人 氏 名

□有 !

固有・
有・

離
離
離
離
酔固有

棟  1階  B号 室 聞  取

店 舗 。図 事務所 。 工 場・ 倉庫 。

瓦 葺・ 陸屋根 Jス レート.葺・ 」鋼板毒・
1階 B号室 35, 6 7Df

Ef

爾

合   計 35. 6 7 Hf

ト  イ   レ 図 有 υ
□ 無

用

用

室

一
備

器
具

口
備

や翔湯呻一幹

浴

シ
給

給

照

ガ

冷

□ 有・ 図 無

口 有 。
図 無

図 有・ □ 燕

有
有

図
図

有

有

無

駐  車  場

駐  輸  場
エ レベ ー タ ー

物     置

専  用  庭

庭      園

。
図 無

無

無

無

□ 声 。図 無

雀こ

図
図

有

有
有

有

有
有

□
□

固有
有

鱚
小

□無

□無
鍾
ヽ□
錘
ヽ□
無

堺 市

※登 記緯記載住所を記入

縛 考
※ 登 記態記駐氏 名 を記入
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(2)契 約期間

始   チrす子 平 成 22年 11月 01日 か ら 2年 Oヶ 月関終    期 平成 24年 10月 31日 まで

(3)使 用目的 (事業内容を具体的に絶入 )

後援会 事務所 と して

(4)保嵐正金

備    考

保 証 金

(5)賃料筆

◇円
契約満了時 の

解約時控除金

O円
消費税  0円

※ステイド :封 のナ潟合は第 4条・第 3項のとお りとする

賃料等 の

月 額金 額

そ の 他

支払期 日

支払方法

仮 込 先

<緊急連絡先>

1 2,

消賛税

000円
円

円

1510681

賃 料
88;
消ズア況

000円
円

共  益  費

自 動  車

(1 台分 )

10,
消費税

000円
円

町 内 会 費

ノミ

(

イ
‐

ク

台分 )

円

円消費税
有 線 放 送

円

円l占 費 8と

駐
車
競

自

く

転  車

台分)

円

円消費税
ケープルテレビ

円

円滴賢税

円

円消費税

円

円〉薦費税

因
は、毎月 27日 までに翌月分を下記 の方法により支払 うもの とす る。

ただ し、振込み費用等は乙の負担とする。

上記の賃料等

コ

図 銀行 振込 自聴lJ引 落  。
□ 甲へ持参 そ の 他 (  )

みずほ銀行 堺支店
(図普通・ )

預金種 目

当座・

ア  ツ ガ  ナ  口 座 番 号

受取人名義  

住   所

氏   名

特記事項

ガT593-8305 `借
:主 との Bヨ係

上村  太 一 豊 本 人

・水道代は、共益費に含む
。湯沸室のガス代については、 lFA号 室 と折半する。
・表看板、 ドアの宣伝については無 {鷲使用 とする。
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圧.契 約 条 項

第1条

ョ坪
厨存?尿害筆経 て粋徳線 盈協 れ撥 輯 魏 愁

(契約期間 等)                         ・   ・

第  2 条   契約期間 は、標 記の通 りとす る。

(貿料等) 
差覇号托盲

gЯ笹どr技癌こビ沐洗在理弼理醗写毛盈tそ梶亀ヒ丁
篭|:互鰹議霙施悪

第  3 条 賃科並 びに共益 費等は、操
‐
記 (5)の とお りとすィる。

2基

査録単憂奪浮雰ぬ昌蒼:写ギ
機関口屋R還抵ずだF折憂雲写憲倉ど手憲〕追仕i

3 契約 時の 1ケ月に満たない質料等 は、とヶ月 を 30日 として 日割 り計算とする。

(保艇 金 )

第  4 条 乙は、標記 (4)に語載する保証金を甲に預 tナ入れるものとする。2 本契約が終了 し、乙が本物件を完全r               :::
前項の乙よ り受託 した保証金より標記υ
返選するもの とする。但 し、乙に賃料等

写暫テ軍亀露|こ葉望手曹百ぴ索怠ξa!EI
す る。

3 前項 の ほか 、甲は乙に対 して、県証金 を契約期間に応 じて下記金額 を控除 して近選するものとする。
(1)存続

押間が___午 未満であった場合

の 存続 期間が  室 以F正 三

=築

簿髯万百だ磁合
保証金の___%(金 ___円 )(3)存続 期 間 が二__年 以 年未満であつた場合
保証金の___%(金 _円 )

4 乙は、契約 期 間 内において、賃料翼ぴ 、その他の債務等を保証金 と相殺す ることはで きな い もの とす る。
5 乙は、この保 証金 にかかる返還請未権 を第三者 に譲渡 し、他の債務 の担保に供 しては な らな い。

(踏経 費の 員_担 )

第  5 条 物 件 嚇 す る鋼 靭 その
準 の賦 課 金 を除 よ

途 盈 。

電 話等の靴その 他本 物 件 の使用 によ り生ず る諸経 費 は、すべ て乙 6

本 吻件 の歴根 、柱 、璧 、梁、床等 主要構造物の雁持保全に必要な修理費は甲の負担をす る。

本 物 件 内 の カ ー ペ ッ ト、ク ッ シ ョン フ ロァ _に よ る修 理 取 り替 ぇ費 押 は 乙の負 担 と

(鱚 理 等 )

第  6 条

つ
」
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3

4

す る。

乙は、本物 件 に つ き修繕 を必要 とす る箇所 を発 見 した ときには、速 や か に 甲へ通知
しなけれ ばな らな い。

乙は、本物件お よび諸造作設備の修理 を自らの負担において実施す る場合であって
も、その修理方法についてはぁらか じめ甲の書面による承諾を得なければな らない。

天災地変、火災、盗難等その他不可抗力 により生 じた損甍について、甲乙は互いに
その黄を負わないものとする1                

・

(遵守事項 )

常 8 
今2さ

患鍵辱蒼露をg密蒼言慧雰とき〕
ま奄縫症密

'i業

漱巖霊認 」譲奮、堪拠
藍を しなけれ ばな らない。

(乙 の題知議務 )

第 9 条  乙または連帯保証人は、次の各号?― に該当す るときは、直ちに書面によ り甲に通
知するもの とす る。

)     (1)乙 の商号、代表者、組織に変更が生 じた とき。
(2)乙 または運 帯保証人の住所、氏名、勤務先 に変更が生 したとき。
(3)乙 または連 帯保証人が死亡または破産 、解散 したとき。
(4)1ケ 月以上 、本物件を使用 しない場合 の不在期間および連絡先。
(5)出 入 口の鍵等を紛失 したとき若 しくは取 り替 えるとき。

(策止事項)

舞 10条   乙は、本物件の使用にれたり、次に掲げる行為 を行ってはならない。
ただ し、甲の承諾があればこの限 りではない。「この場合、特約事項にそ の内容を明記
するもの とす る。」

(1)本物件 を標 記 (3)の 使用 目的メ外に使用すること。
(2)階段、廊下等の共用部分に物品を置 くこと。
(3)階段、廊下等の共用部分に看板、ポス ター等の広告物 を掲示す るこ と。
(4)猛獣、森女建手等の明かに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
(5)大 、猫その他ペ ッ ト類を飼育すること。

FC)本物件の出入 回の錬どを無断 G変えること。

1    (7)銃 砲、刀剣類又はナ暴発性、発火性を有す る危険な物品等を製造又は保 管す ること。
(8)大型の金庫 その他 ピアノ等の重量物を見掬を入 し、又は備 え付けること。
(9)配水管を腐 食 させる恐れのある液体を流す こと。

(10)大音量でテ レビ、ステ レオ、カラオケ、楽器等の演奏その他の騒音 で近隣に迷惑
をかける行為。

(11)そ の他、公序 良俗に反する行為。

(貿 借権の膜渡等の禁止 )

第 11条   乙は、甲の書ヽ
‐
面による事前の承諾を得 ず、本賃借権を第二者へ譲波及 び転貸をして

はならない。

2 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ず 、乙の事業の権利の譲渡または貸与等を行
い、本物件内で第二者に事業をさせてはな らない。

(立 入 り)

纂 12条 甲また は 甲指 定 の 管理 人 その他 甲の指 定 す る者 は、本物 件建物 の保 全 、衛 生 、防犯 、
防 火 、技護 そ の 他 本 4サノ〕件 建物 の管理上 Z、 要 が あ る と認 め られ る ときは い つ で も、乙に
通 知 して 本物 件 に 立 ち入 り、 これ を点検 し必 要 な 措 置を謙 じるこ とが で きる。

前項 の 規 定 に か か わ らず 、非常の場合 に お いて は、乙に対す る通 知 な く して前項の

行 為を行 うこ と力iで き るが 、 この場合 、 甲 は 事後 速や か に 乙に報告 す る もの とす る。

甫t2項 の 場 合 、 乙 は 甲の措 置に路力 しな けれ ば な らない。

(免責 )

第  7 条

2

3
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(遼 作 等 の 変 更 )第13条

2 ::::::g号と::三ヨ::奪
ことこ二iζ急二三装、:|ま

Σ態軍二慧驀煙
渡 さなければな らな い。    

下
切乙の負担 と し、還去あとき、乙は原状回復 して明

(契約の解除 )

第 14条  乙が次の各号の一に該当 した ときは、甲は本契約 を解除することができる。
(1)第 1粂 の使用 目的 に達反 したとき。
(2)第 3条の黛料の支 |ム を上 ケ月以上滞納 した とき。
(3)第 10粂 (禁止事項 )の いずれ力|に違反 した とき。
(4)第 1上 条 (賃借権 の談渡等の禁止)の規定に達反 したとき。
(5)反 社会的集団 (暴力団、暴走族

とr激
な団 体等 )の関係者である

予
とが判明 し、ま

たはこれ らの団体 に加盟 したと
(6)そ の他本契約 に関 し重大な義務達反があった とき。

て契約期間 内解約 )

革15条

 基3と
五砲霧亀み係すた盗をiを息1享どと疼聟

i寡
着亀⊆蓼遜振周二霜野落g

2 甲が、本契約 を解除 しよ うとするときは、解約 日の 6_ヶ 月前までに乙に書面で予告しなけれ ばな らない。
(契約の終 了)

1嘉 16条   衣の各号の一に該 当す ることが茂
果生 した損害につ いて、甲乙相互は
(1)天災地変、火災そ の他 甲および

本物件 の全部 また は一部が減失
とき。

(2)法令等公権力の行使 、関係官庁の指導等 による本物件の収用、取 り払い、使用禁

!モ 明渡 し)  
止等の事由が発生 したとき。

第 17条 乙は、本契約が終了する日までに (第 と4条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに )、 本物件を明け渡さなければならない。この場合におぃて、乙は、通常の使用に伴い生 じた本物件の損耗 を除 き、本物件を原状回復 しなければならない。

て選帯 保 証 人 )

第 ュ 8条

2

連 帯保 証 人 は 、本 契 約 に
もの とす る。

乙は、明渡しに際し、乙の費用で芥物件に付加 した一切の造作につしヽて、甲にその買取を請求することはできない。3 乙は、明渡しに際し、移転料、立退き料等案目の如何を関わず甲に対し、一切の金銭の請求をすることはできない。
4 乙の明 渡 じ期 日の遅廷 によ り甲に損害が発生 した場

拿僚ど

理 由の如何に拘わ らず乙は損害相 当額 を違約 金 と して甲に支払わなけれ ば な らノ5 T及 び 乙は、第 1項の規定 に基づき、乙が行 う原 状回復の内容及び方法にっぃて l寄議す る もの とす る。

基 づ く乙の一 切の債 務 に つ き乙 と連 帯 してその償務 を負 う
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2 乙は連帯保鉦人が資格要件を欠 くに至つた ときには、甲に逓知 し甲の認める他の連
帯保証人 に変更 しなければならない。

(協議事項 )

第 19条  本物件を標記 (3)の使用 目的以外に使用する場合は、事前に書面による甲の承講
を得なければならない。

2 甲及び乙は、本契約に定めがない事項、または本契約条項に疑義が生 じた場合は、
民法その他の法令および慣行に従い,↓亀意をもつて協議し、解決するものとする。

(管燃裁判所)                           
‐   ・

第 20条  本契約についての1′分争処理は、甲の住所地を管革害する裁判所においておこなうもの
とする。

i〔 特約事項】

金 第 4条ャは、 円 の為妹消

(Ⅲ

以 上

，か～」
・
　

　

Ｉ
Ｉ

（
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章奨約を証するため本 書二通 を作成 し、甲▼乙署名 押印 の上 、各々その一通を保有する。

ご絃 仔
/g/絡

氏 名

乙 (更 借 人) 住所

比  (

メく後ヤ
氏 名

避静 保艇 人  住所

氏 名

勤  務

 (

      ‐

l  (

者

売 許 番 号

注     所

名称 又 は 商 号

代 表 者 氏 名

T     E     L

取 引 主 任 者

者

免 許 番 号

住    所

名称又 は 商 号

代 表 者 氏 名

T    E    L

る との関係

氏  名

登録番 号

民―  名

登 録 番 号

O

③

O

取 引 主 任 者 0
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洋∩ｈ奮
Ｏ
ｒ
■
日

中
ス

サ
ビ

イチエに
ついて

リクル
ート 寄薯

い台 ピ選挙洋コトコI)

INFORMAT10N

すべて オウンドメディア プレスリリース 採用

liriⅢⅢF“|'甘 II― iⅢ ■1ら
i背

イチエ株式会社は、政治家向け情報発信ツール「ボネクタ」の利用料金を、2023年 1月 よ

り改定することをお知らせします。

ここ数年、皆様のご愛顧によって選挙 ドットコムサイトヘのアクセス数は大きく上昇し、年間
約 8′ 00o万 PV。 2′ 200万ユーザーにご利用いただく事ができました。また、新型コロナの感
染拡大に伴うネット選挙への関心の増大等から、ボネクタの契約者数も大幅に増加し、多
くの政治家の方にご利用いただいてぉります。

こうしたアクセス数及び利用者の急増に対応するため、サーバの増強やサイバーセキュリテ
イの強化、顧客サポートの強化に取り組んでおります。そのため諸費用が大きく増加し、止
むを得ず値上げせざるを得ない状況となりました。

お客様におかれましては誠に恐縮に存じますが、ボネクタの機能向上サービスにも取り組ん
でまいりますので、なにとで事情ご賢察いただき、ご了承くださいますよう伏してお願い申し
上げます
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ifhin浮三

プラン名

国政プラン

首長プラン・者F道府県議会プラ

中核市議会プラン:特別区議会

プラン

リク,レ

ート

現在の価格 (月 額 )

10′ 000円 (税込

11′ 000円 )

7′ 800円 (税込

8′ 580円 )

改定後の価格 (月

額)

一
ス

サ
ビ

イチエに
ついて 君薯

い合  ピ選挙挿w卜〕占

12,000円 (税込

13,200円 )

一般市議会プラン
3′ 900円 (税込

4′ 290円 )

町議会プラン。村議会プラン
2′ 900円 (税込

3′ 190円 )

※料金改定に際 しまして、2022年キャンペーンは終了いたしました

4′800円 (税込

5′ 280円 )

6,300円 (税込

7′ 480円 )

5′ 400円 (税込

5′ 940円 )

3′ 900円 (税込

4,290円 )

ボネクタ

この記事をシェアする

,11'|=′

監 展 る

t'ユ■■遠心
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様式第 13号 (第 6条関係 )

備 品 台 帳

1品 目100, 000円 以上 300,000円 未満の備品にっいて記入すること。

購入年月日、償却完了年月日又は処分年月日の属する月は、使用 していたものとみなす。

会派の名称 。議員氏名  上村 太一

備考 1

2

処分年月 日 。事由
償却完了

年月日

2028年 9月 27日

耐用

年数

5年

年

年

年

年

政務活動費

充当額

140,102円

(接分率 80%)

(按分率   %)

(按分率   |%)

(核分率  i  %)

(按分率   %)

購入金額

(税込)

175,128円

形質

パ ノョン

品  名

Think Pad X13 Gen 4

購入年月日

2023年 9月 27日
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様式第 13号 (第 6条関係 )

備 品 台 帳

1品 目100, 000円 以上 300, 000円 未満の備品について記入すること。

購入年月 日、償却完了年月 日又は処分年月 日の属する月は、使用 していたものとみなす。

会派の名称 。議員氏名 上村太一

備考 1

2

処分年月日。事由
償去「完了

年月 日

令和 ■ 年 2月

27日

耐用

年数

5年

年

年

年

年

政務活動費

充当額

145,474円

(按分率 80%)

(按分率   %)

(按分率   %)

(按分率   %)

(按分率   %)

購入金額

(税込)

181843円

形質品  名

Lenovo  thinkpad z13

購入年月日

2月 27日
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参考様式第 4号

出張報告書

令不日6年  1月 20日

会派の名称・議 員氏名 大阪維新の会堺市議会議 員団 上 村 太

出張報告は下記のとお りです。

1. 目     白勺

記

●コロナからの脱却 と今後大阪万博を見据え、堺市においても来訪者数

を増やすことは必須であります。それには観光戦略が必要であり、現在

高山市では、飛騨高山のブラン ド戦略を行 うことでホテル数、インバウ

ン ド来訪者も増加 している。それらの取 り組みについて視察を行つた。

●岐阜市においては、自動運転バスについて実証実験を行つています。

今後堺市において SMIを 進めるにあたり、先んじて行つている岐阜市

において自動運転バスの実車の見学と共に実際に乗車するために視察を

行つた。

令和 6年 1月 9日 (火 )～ 令和 6年 1月 10日 (水 )
2,期  間

3,日 程 等

月  日 時 亥J 出張先 (都市・施設名等 )

③ 1月 9日 (火 ) 13時～15時 高山市役所

② 1月 10日 (水 ) 13時～16時 岐阜市役所にて座学後、実車見学及び乗車体験

③ 月  日 ()

④ 月   日 ()
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4.面談者

高山市

高山市議会 副議長

プロモーシヨン戦略部

観光課

ブラン ド戦略課

  氏

課長   

課長     氏

氏

岐阜市

都市建設部 交通政策課 課長

交通政策推進係長

交通政策推進係

  氏

  氏

  氏
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

0高山市の観光戦略について

高山市では、今後人口が減少 し高齢者の割合も人日の 4割 と増えてくる。そ して就業者の特

徴 として第 3次産業 (観光業、飲食業)が全体の 66%を 占めている。そ ういつた特徴を持つ

うえで、観光戦略は重要なものとして位置づけられている。

同市においての観光資源 としては、歴史文化資源 (飛騨の里、町並や山鉾屋台行事がユネス

コ無形文化財登録、東山寺院群)、 自然資源 (飛騨山脈等、温泉郡など体験体感できるもの)、

食資源 (飛騨牛、ほうば味円曾、酒、地元食である漬物ステーキ、高山ラーメン)、 工芸品資源

(国指定伝統工芸品、家具)があり、それぞれの特色を生か し、各資源に磨きをかけ発信 しそ

れを誘客に結び付けている。例えば、歴史的資源についても昭和 40年代からも住民一体となり

町並み保存を行つてきている。つまり住民自身にも歴史文化遺産の保護を意識 し、協働的町づ

くりを実践 している。

観光が重要なものであった高山市でもコロナにより観光客数は 478万人から 230万人へ約 5

割減少、右肩上が りに伸びてきたインバ ウン ドについても 8割減少 した。これ らをいかに戻 し、

回復成長 させていくのが今から必要なことであり、そのための政策を行つている。

インバウン ド戦略については、戦前から英文パンフレッ トを制作 したりと国際観光都市を常に

目指 していた歴史が高山市にはあつた。その経験からも多言語 (11言語)に こだわ リニーズに

合つた発信を行つていた。そ して受け入れ態勢においても無料公衆 LAN整備もちろんのこと、

パンフレッ トの多言語化 (9言語以上)、 観光案内所、誘導案内といつたところにもしつか り

と整備を行つている。特徴的であつたのはムスリム旅行者に対 しても整備を行つてお り、飲食

情報、礼拝可能施設をマ ップにおいて紹介 していた。 このような所を見ても高山市では、他市

とはすでに視点が先んじているなと感 じた。

高山市においてインバ ウン ドは古 くから取 り組みを始めてお り、すでに市民の中でインバウ

ン ドは 日常であった。それには言語の違いだけでなく文化的背景、宗教、習慣についても外国

人を受け入れる理解が深 くなつてお り、これは行政だけでなく市民においても理解が高い。

その うえで観光客を受け入れることでや りがいであらた り、喜びを得られるということを実践

されていることが高山市での成功の秘訣であつたと感 じた視察であった。

0岐阜市における自動運転について

岐阜市において自動運転技術の導入背景について 3点の理由が主な点であった。

一つは、高齢化によるものであ り、運転免許証を持たない市民が増加 したことや交通弱者が増

加 した。二つ 目は、バスの運転手不足にによる地域交通の維持が困難が予想 されること。そし

て 3つ 目は中心市街地の活性化の必要性があり、ここの活性化の遅れは都市としての求心力を

低下させるものであり、これを食い止める必要がある。

今回これ らの理由により自動運転バスを導入 し、中心市街地への流入を促 し、コンパク トシ

ティの構築 と持続可能な公共交通の確立を目指す ことが 目的であった。

同市では、令和元年より自動化へ向けて研究会を立ち上げ、令和 2年度より実証実験を始め
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ている。今年度からは令和 10年まで継続 して実験を行い、レベル 4での自動運転の実装を目

指すものである。そのために車両についても自動運転バスが走る街 としてシンボリックなもの

になるようにデザインされたものにし、市民だけでなく来訪者にとつてもフクワクさせるもの

になっている。実際に見た感想 として自動運転バスとしてわか りやすくデザインカの強さが伝

わるものであった。

実際に乗車 してみても、運転席はないものであつた。現在の自動運転 レベル 5(完全 自動運

転)ではないため、道路上での路駐 されている自動車を避ける場合など現在のレベルではでき

ないことについては同乗 している乗務員によつて制御 されている。しかしハン ドル、アクセル、

ブ レーキのないバスであるため操作はゲーム機械 と同様のコン トロールパ ッドで行われてい

た。 これについて操作も研修によって 日本タクシーのオペ レーターが行っていた。今年度より

年間を通 しての実験により季節や天候での課題の検証や実証実験ィレー トの市民への理解を深

め、路上駐車の抑制や低速走行バスの市民へ理解意識を醸成するものとしていた。

こういつた自動運転バスの実証 とともに『バスまちば』 とい う事業も展開していた。これは

自動運転バス以外でも行っている事業でもあり、停留所付近の商店にバスの運行状況がわかる

デジタルサイネージを設置 し、あと何分でバスがいますなどの情報をわかるようにしたもので

ある。 これによリバス停で待つだけでなく、買い物をしながら商店でパスを待つことが可能で

あり快適でそ して周辺の活性化につなげるための ICT事業でもあつた。 これについては同市で

は市民だけでなく商店主にも好評であ り、設置を希望するところも増えてきているとの事であ

った。

自動運転は高齢化 とバス運転者不足を解消するためにはやは り必要な事業であり岐阜市では

それ らの トップランナーを目指 し、産官学 と共同し事業を進められている。それによって持続

可能な交通ネ ットワークの構築をすることで、中心市街地への人の流入を創出されていた。

本市においても今後 SMIを行つていく上では継続的な実証実験を行い、持続可能ネ ットワーク

の構築が必要 と感 じる視察であつた。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

2-4、  3-2
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